
休日申告受付日を３月１日（日）に設けております。勤務などで平日の来場が難しい方は、この日
にご来場ください。

東　上（１区 ・ ２区）

上毛町役場
（２階 大会議室）

矢　方 ・ 緒　方

東　上（３区 ・ ４区）
東下西 東下東

成恒下
成恒上 安雲西
安雲東 尻高下ノ上 ・ 下ノ下
尻高上 ・ 中 大ノ瀬
八ツ並
中　村 吉　岡
宇野松本 宇野西区
宇野東区 宇野垂水
垂水上区 垂水中区
垂水下区 申告未済の方（南吉富地区対象）

申告未済の方（全地区対象）

土佐井 下田井・新谷
申告未済の方（友枝地区対象） 会場移動（受付はありません）

申告未済の方（唐原地区対象）

申告未済の方（西吉富地区対象）

原　井 ・ 有　野 百　留 ・ 上唐原（梶屋 ・ 薬丸）
上唐原（寺小路）

下唐原東区
上唐原（重吉 ・ 保木ノ上 ・ 水出）

下唐原西１区
下唐原西２区

休日申告受付日（全地区対象）

確定申告の申告受付

令和７年分公的年金等の源泉徴収票を発送しています

源泉徴収票の再交付を希望する方は、ねんきん自動音声送付受付サービス（050-3319-3152）
で受け付けしていますので、基礎年金番号を準備のうえ連絡してください。

　日本年金機構は、令和７年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせ
する『令和７年分公的年金等の源泉徴収票』を、令和８年１月８日以降、順次発送しています。
　対象となるのは、令和７年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を
受けとった方で、日本年金機構に登録している住所に郵送されます。

　マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている方や、「ねんきんネット」のID
を取得している方は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます。
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問 税務課　税務係 ☎ 72-3113（内線134）

問 税務課　税務係 ☎ 72-3113（内線134） 問 小倉南年金事務所 ☎ 093-471-8873

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、ご自宅
からパソコンやスマートフォンを使って確定申告書
の作成が可能です。

便利です！

ご自宅で
いつでも
作成！

確定申告（住民税申告・国民健康保険税申告）の受付日程
　確定申告の時期が近づいてきました。本年は下記の日程で受付します。間近になってあわてないように、今から必要
書類・帳簿を整理しておきましょう。

※休日申告受付日は混雑することが予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
※２月20日（金）午後は会場移動日となりますので、申告受付は出来ません。

受　付　日 ８：３０～１1：3０
西友枝（１区 ・ ２区）２月16日（月）

１7日（火）
18日（水）
19日（木）
20日（金）
24日（火）
25日（水）
26日（木）
27日（金）

３月１日（日）
２日（月）
３日（火）
４日（水）
５日（木）
６日（金）
９日（月）
10日（火）
11日（水）
12日（木）
13日（金）
16日（月）

１３：００～１６：0０ 受付会場

大平支所
（研修室）

西友枝（３区 ・ ４区）

確定申告書等
作成コーナー

■申告受付方法

原則として申告会場で申告書作成を行いますが、会場の混雑を避けるため、申告書作成に時間を要する
と見込まれる申告については、関係書類を一旦お預かりさせていただく場合があります。
後日、申告書完成後に関係書類と申告書控えをお返しします。

■所得税の還付申告を行う方へ

所得税の還付申告は、確定申告期限（３月16日）にかかわらず、申告対象となる年の翌年１月１日から５
年間申告することが可能です。（令和７年分の場合、令和12年12月31日まで申告が可能です）

■医療費控除を申告する方へ

医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
「医療費控除の明細書」は、「医療費通知（医療費のお知らせ）」や「医療費の領収書」をもとに作成します。

■営業等所得・農業所得・不動産所得を申告する方へ

申告受付時間を短縮するため、出来る限り収入金額と経費を整理してご持参ください。
農業所得を申告する方は、町が送付している「農業所得 兼 収支内訳計算表」を記入してご持参くださ
い。どの項目に該当するか分からない場合は「雑費」への記入で結構です。

■ふるさと納税のワンストップ特例申請を行った方へ

ご自宅からパソコンやスマートフォンで
申告することができます

ワンストップ特例申請を行った方が、所得税の確定申告を行う必要が発生した場合は、特例申請した
寄附金を含めて、全ての寄附金について申告する必要があります。
特例申請した寄附金を申告しなかった場合、控除が適用されませんのでご注意ください。

納税額や還付額の確認ができるほか、作成した申告書を
e-Taxで提出（電子申告）もしくは印刷して郵送で提出
が可能です。

※申告会場では、可能な限り「医療費通知（医療費のお知らせ）」の提示をお願いします。
※「医療費の領収書」で申告する場合は、個人ごとに集計してご持参ください。
※事前に「医療費控除の明細書」を作成される場合は、用紙を税務課窓口でお渡しします。
　また、国税庁ホームページからダウンロードすることも出来ます。
　（ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm ）


